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東金市空家等対策計画 概要版 

 

第１章 計画の趣旨 

  

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の位置づけ 

 

第２章 空き家等の現状と課題  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○東金市の建物数・空家数・空家率「住宅・土地統計調査」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

■空家等実態調査の結果 

 

■空き家の増加 

 ・超高齢化社会を迎え、今後も空き家の増加が見込まれます。 

・管理意識の向上及び普段からの維持管理の取組が欠かせず、継続することが必要です。 

■中古物件の流通不足 

 ・多くの空き家の利用希望者が見つからず、有効に活用されていない状況にあります。 

・空き家に関する賃貸や売却のための情報が不足していることも考えられます。 

■管理不全の空き家への対応 

・管理意識の低下や、複雑な権利関係などから管理不全の空き家が発生しています。個人 

財産であり、所有者等に管理責任があることから、意識の涵養が必要です。 

市内の空き家の実態を把握するため、空家等実態調査

を行いました。 

住民基本台帳、課税台帳、ガス・水道閉栓情報等の

突合により抽出した２，５９２件の建物について公道

からの外観目視により調査を行い、居住や利用が確認

できなかった建物１，３１５件について、空家等候補

建物と判定を行いました。 

 

空家等候補建物のうち、課税台帳等から送付先が特

定できた１，１１０件に対し、建物の利用状況、今後

の利用意向等について郵送によるアンケート調査を

実施し、６２９件（５６．７％）の回答がありました。 

○アンケート結果より、 建物所有者の高齢化や建物の老朽化が進行していることが推測されます。 

また、「解体・修繕をしたいが費用が不足している」、「借り手・買い手がみつからない」、「相談先が

わからない」等の意見がありました。 
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○現地調査結果より、管理不全の建物が１３２件、倒壊のおそれがある建物が３２件でした。 

空家等候補建物は市内全域に確認できました。また、賃貸・売買の看板を掲出している建物は少な

く、その多くは市場に流通していないことが推測されます。 

凡例 

●空家等候補建物 

１，３１５件 

■目的 

空家等問題に対する基本的な取組の方向性や具体的な施策を示します。 

■位置づけ 

空家対策等の推進に関する特別措置法（以下「法」）第６条に規定する空家等対策計画とします。 

■計画の対象 

市内全域を対象地区とし、法第２条で規定する空家等を対象とします。 

■計画期間 

平成３０年度から平成３７年度までの８年間とします。 

■住宅・土地統計調査による空き家の定義 

・二次的住宅 ･･･別荘など普段は人が住んでいない住宅 

・賃貸用の住宅･･･賃貸のために空き家になっている住宅 

・売却用の住宅･･･売却のために空き家になっている住宅 

・その他の住宅･･･上記以外の人が住んでいない住宅で，転勤・入院などのため，長期にわたって

不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

■東金市の空き家の現状 

空き家の数は増え続けており、今後も増加していくことが見込まれます。 
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①①①①発生抑制発生抑制発生抑制発生抑制・・・・予防予防予防予防 

②②②②活用活用活用活用・・・・市場流通市場流通市場流通市場流通のののの促進促進促進促進 ③③③③管理不全管理不全管理不全管理不全のののの解消解消解消解消 

第３章 空家等対策の基本的な方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 空家等対策の基本的施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 空家等対策の実施体制 

 

 

 

 

 

第６章 その他の取組 
■成果指標 

予防 

指標 平成２９年度（現況） 平成３７年度（目標） 

市実態調査における空き家数 １，３１５件 現状維持 

住宅・土地統計調査の空き家数 １，８１０件 現状維持 

 

活用 

指標 平成２８年度（現況） 平成３７年度（目標） 

空き家バンクの登録数 ０件 ２０件／年 

空き家バンクの成約数 ０件 ５件／年 

 

解消 

指標 平成２８年度（現況） 平成３７年度（目標） 

指導等による老朽空き家等の撤去数 ０件 ４件／年 

 

」 

 

 

 

 

 

 

 

空き家に関する問い合わせ先について、総合的な窓口として都市整備課が担います。都市整備課は、

相談内容に応じて担当部署への引き継ぎや、関係機関・団体等の紹介を行います。 

①発生抑制・予防 

○啓発パンフレット・ホームページ等の各広報媒体を通じた管理意識の醸成 

○居住する住宅の改修費補助の実施 

○相談窓口の開設 
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②活用・市場流通の促進 

○空き家バンクの実施 

○データベースの整備 

○所有者等と管理会社等とのマッチング支援 

○マイホーム借上げ制度の活用 

③管理不全の解消 

○所有者等への注意喚起 

○特定空家等の判断基準の作成 

○特定空家等に対する措置 

○除却費用補助の検討 

 
跡
地
活
用
 

◎跡地活用 

○跡地を地域のために活用する場合に支援する仕組みの検討 

平成３０年２月 

東金市都市建設部都市整備課 

〒２８３－８５１１ 千葉県東金市東岩崎１番地１ 

電話：０４７５－５０－１１５０ ＦＡＸ：０４７５－５０－１２９８ 

ホームページ：http://www.city.togane.chiba.jp/0000005574.html 

空家等とは… 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態である

もの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

特定空家等とは… 

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

①予防・②活用・③解消を施策の３本柱とし、住まいが空き家になる前の利用中の状態から、空き

家除却後の跡地活用まで、住まいの各段階の状況に応じた対策を講じていきます。 


